
道
志
村
民
憲
章

私
た
ち
の
七
里
は
、
緑
と
清
流
と
歴
史

の
郷
で
す
。
こ
の
地
に
生
き
る
こ
と
に
誇

り
を
も
ち
、
平
和
な
村
を
築
く
た
め
、
こ

こ
に
憲
章
を
定
め
ま
す
。

私
た
ち
は

一
、
自
然
を
愛
し
平
和
な
村
を
つ
く

り
ま
す
。

一
、
生
産
に
励
み
豊
か
な
村
を
つ
く

り
ま
す
。

一
、
伝
統
を
重
ん
じ
、
教
養
を
高
め
、

文
化
の
村
を
つ
く
り
ま
す
。

一
、
人
情
と
い
た
わ
り
の
心
を
養
い
、

福
祉
の
村
を
つ
く
り
ま
す
。

一
、
明
る
く
健
康
で
、
活
力
あ
る
村

を
つ
く
り
ま
す
。
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昨年は海外ホームステイ (オーストラリア) を
実施したが国際情勢により、今年は変更して
関西方面に計画し、４泊５日で実施した。



平成14年６月１日（2）

現在みなさんが所有している土地のもととなっている「登記簿」や「公図」

は、明治の初めに地租をとりたてるために作られたもので、当時の測量技術の

低さと、長い年月の流れの中で、現況が移り変ってきたために公図と一致しな

くなり、大切な土地の境界争いを引きおこす原因にもなっています。

地籍調査はこれらの問題を解決するために、正しい最新の測量（数値測量）

によって新しく地図と登記簿を作り、みなさんの土地の正しい位置、形、地番、

地目、面積等を明らかにするため実施されます。

地籍調査の主な利点
・土地を実測しなくても図面での測量が可能になります。

・現地に即応した正しい地図ができ、正しい面積が登記されます。

・万一災害等により境界が不明になっても図面通りに復元できます。

・分筆（一筆を二つ以上の筆に分ける）、合筆（二つ以上の筆を一筆にま

とめる）の表示登記が無料でできます。

・一筆毎の土地の権利関係が正確になります。

・土地に対する課税の公平化が図られます。

・公共土木事業等の計画、施工に要する測量経費と時間の節約ができます。

本年度は、長又地区～白井平地区の集落を

中心に、農地、宅地等を調査しますので、該

当地区の皆様は今後説明会や隣地所有者と協

力して、境界杭の打設等現地の立会にご協力

をお願いします。

横
浜
市
の
人
事
異
動
に
よ
り
、
本

多
常
　
水
道
局
長
に
代
わ
り
五
月
一

日
付
で
、
水
道
局
長
に
金
近
忠
彦
氏

が
就
任
さ
れ
、
佐
藤
村
長
を
表
敬
訪

問
の
た
め
道
志
村
役
場
へ
立
ち
寄
ら

れ
た
。

金
近
局
長
は
、
村
の
幹
部
職
員
を

前
に
「
水
道
事
業
の
円
滑
な
推
進
の

た
め
道
志
村
の
皆
様
の
ご
協
力
に
感

謝
し
ま
す
。
今
後
も
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。」
と
述
べ
ら
れ
た
。
金

近
局
長
は
、
室
久
保
地
内
の
森
未
来

植
樹
祭
の
会
場
地
や
道
の
駅
、
ギ
ャ

ラ
リ
ー
水
源
の
森
も
視
察
さ
れ
た
。

平成14年度より

地籍調査を開始します

金近水道局長と佐藤村長

金
近
忠
彦

横
浜
市
水
道
局
長
来
村

〜
村
長
を
表
敬
訪
問
〜



就
任
に
あ
た
っ
て

教
育
長
　
佐
藤
　
睦

こ
の
た
び
教
育

長
を
拝
命
い
た
し

ま
し
た
佐
藤
睦
で

ご
ざ
い
ま
す
。

明
治
に
学
制
が

発
布
さ
れ
、
戦
後

の
六
三
制
の
教
育

に
次
ぐ
第
三
の
教
育
改
革
と
い
わ
れ
る
、
学

校
週
五
日
制
が
、
本
年
四
月
か
ら
ス
タ
ー
ト

致
し
ま
し
た
。
教
育
の
問
題
が
、
学
校
に
、

家
庭
に
、
ま
た
地
域
社
会
に
、
具
体
的
な
対

応
を
迫
っ
て
お
り
ま
す
。
私
た
ち
一
人
ひ
と

り
が
、
自
分
の
問
題
と
し
て
受
け
と
め
、
本

気
で
、
真
剣
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

も
と
よ
り
非
才
な
私
で
ご
ざ
い
ま
す
。
教

育
委
員
長
を
は
じ
め
委
員
各
位
、
村
当
局
や

議
会
議
員
の
皆
様
と
共
に
、
相
携
え
て
、
こ

の
道
の
完
遂
の
た
め
頑
張
っ
て
参
る
所
存
で

ご
ざ
い
ま
す
。

村
民
み
な
さ
ん
方
の
ご
理
解
、
ご
指
導
と

ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
就
任
の

ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

（3）

監
査
委
員
に
杉
本
勝
也
氏
就
任

平
成
十
四
年
三
月
二
十
日
付
で
道
志
村
一

〇
七
五
六
番
地
の
杉
本
勝
也
氏
が
就
任
さ
れ

ま
し
た
。
今
後
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

医
科
診
療
所
新
医
師
に

市
川
万
邦
先
生

は
じ
め
ま
し
て
。
五
月
よ
り
前
任

の
小
俣
先
生
に
変
わ
り
診
療
所
勤
務

と
な
り
ま
し
た
市
川
万
邦
（
い
ち
か

わ
ま
ほ
）
と
申
し
ま
す
。
簡
単
で
は

ご
ざ
い
ま
す
が
自
己
紹
介
を
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
生
ま
れ
は
東
八
代
郡

の
芦
川
村
で
す
。
長
男
と
し
て
生
ま

れ
、
妹
が
ひ
と
り
い
ま
す
。
高
校
は

駿
台
甲
府
高
等
学
校
で
し
た
。
そ
の

際
道
志
村
の
志
村
浩
君
と
寮
で
一
緒

の
部
屋
で
し
た
。
大
学
は
歴
代
の
診

療
所
勤
務
の
先
生
方
と
同
様
、
地
域

医
療
を
目
指
し
自
治
医
科
大
学
に
進

学
し
ま
し
た
。
卒
業
後
二
年
間
県
立

中
央
病
院
で
研
修
医
と
し
て
学
び
、

そ
の
後
都
留
市
立
病
院
の
内
科
医
と

し
て
五
年
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
何
人
か
は
道
志
村
の
方
と
も

か
か
わ
り
を
持
た
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
そ
の
際
に
は
大
変
な
お
世
話

に
な
り
ま
し
た
。
今
ま
で
の
経
験
を

い
か
し
、
前
任
の
先
生
方
の
築
い
て

き
た
診
療
を
引
き
継
ぎ
、
地
域
に
密

着
し
た
気
軽
に
立
ち
寄
れ
る
よ
う
な

診
療
所
を
目
指
し
が
ん
ば
っ
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

こ
ち
ら
に
は
妻
と
二
歳
に
な
る
長
男

と
一
緒
に
家
族
で
越
し
て
き
ま
し

た
。
家
族
と
も
ど
も
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

▼
収
集
場
所

・
月
夜
野
〜
大
室
指

旧
久
保
分
校
玄
関
前

・
椿
〜
西
和
出
村

役
場
玄
関
前

・
谷
相
〜
上
中
山

旧
唐
沢
小
玄
関
前

・
下
善
の
木
〜
長
又

旧
善
の
木
小
玄
関
前

▼
収
集
日

六
月
二
十
日
（木）

午
前
七
時
〜
午
前
九
時

▼
次
回
収
集
予
定

十
一
月
頃

収
集
日
以
外
に
は
絶
対
に

出
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

役
場
産
業
観
光
課
　
農
政

電
話
（
五
二
）
二
一
一
一

農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の

収
集
に
つ
い
て

●
農
業
用
廃
プ
ラ
は
、
各
地
区
の

収
集
場
所
に
指
定
日
の
午
前
七

時
〜
九
時
ま
で
に
出
し
て
く
だ

さ
い
。
そ
れ
以
外
の
時
間
に
は

出
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

●
廃
プ
ラ
は
、
塩
化
ビ
ニ
ー
ル
、

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
系
な
ど
の
性
質

が
違
う
の
で
、
種
類
ご
と
に
分

別
し
て
束
ね
て
く
だ
さ
い
。

●
処
理
機
械
の
故
障
の
原
因
と
な

り
ま
す
の
で
、土
砂
は
除
去
し
、

ゴ
ミ
や
金
物
な
ど
の
異
物
は
絶

対
に
入
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

●
梱
包
（
荷
造
り
）
す
る
時
は
、

ビ
ニ
ー
ル
等
を
一
メ
ー
ト
ル
く

ら
い
に
折
り
た
た
み
、
一
包
の

重
量
を
十
〜
十
五
kg
程
度
に
し

て
、
二
ヶ
所
ま
た
は
十
字
に
ヒ

モ
で
結
束
し
て
く
だ
さ
い
。

農
業
用
廃
プ
ラ
（
使
用
済
み
の
マ
ル
チ
ビ
ニ
ー
ル
や
ポ
リ
フ
ィ
ル
ム
な
ど
。）

は
、「
廃
棄
物
の
処
理
お
よ
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
っ
て
排
出
者
で
あ

る
農
家
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
処
理
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
法
律
で
は
、
農
業
用
廃
プ
ラ
を
み
だ
り
に
捨
て
た
り
、
野
焼
き
し
た

り
す
る
と
罰
せ
ら
れ
ま
す
。

道
志
村
で
は
、
こ
れ
ま
で
も
農
業
用
廃
プ
ラ
の
再
利
用
を
目
的
に
収
集
し

て
お
り
貴
重
な
資
源
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
寄
与
し
て
お
り
ま
す
。

ハウス用プラスチックフィルム マルチ用プラスチックフィルム
プラスチック肥料袋
農薬の空容器など



総
　
務
　
課

企
画
財
政
課

産
業
観
光
課

住
民
健
康
課

建
　
設
　
課

総
　
務
　
係

行
　
政
　
係

税
　
務
　
係

総
合
政
策
係

広
聴
広
報
係

財
　
政
　
係

産
　
業
　
係

林
　
政
　
係

商
工
観
光
係

地
籍
調
査
係

住
　
民
　
係

健
康
福
祉
係

環
　
境
　
係

国
保
医
療
係

建
　
設
　
係

維
　
持
　
係

上
下
水
道
係

ギ
ャ
ラ
リ
ー
水
源
の
森

水
源
の
森

道
志
の
湯

道
の
駅
ど
う
し

福
祉
セ
ン
タ
ー

保
　
育
　
所

医
科
診
療
所

歯
科
診
療
所

村　　長

助　　役

収 入 役

出 納 室

教
　
育
　
課

総
　
務
　
係

学
校
教
育
係

社
会
教
育
係

給
食
セ
ン
タ
ー

ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ

屋
内
プ
ー
ル

教育委員会 議　　会 事 務 局

選挙管理委員会 事 務 局

監査委員 事 務 局

固定資産評価審査委員会 事 務 局

農業委員会 事 務 局

公平委員会 事 務 局

教　育　長

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
行
財
政
改
革
の

な
か
で
村
の
組
織
の
再
編
成
を
お
こ
な
い
行
政

の
効
率
と
向
上
を
目
指
し
た
改
革
を
お
こ
な
い

次
の
と
お
り
変
更
い
た
し
ま
し
た
。

住
民
課
と
環
境
保
健
課
を
統
合
し
、
住
民
健

康
課
を
設
置
、
課
を
減
ら
す
。

ま
た
、
企
画
課
を
企
画
財
政
課
に
改
称
し
た
。

上
下
水
道
事
務
に
つ
い
て
は
、
建
設
課
に
移
行

す
る
。

道志村行政機構図

課の事務分担と仕事内容について

事務分担について事務分担について

総
務
課

総
務
係

一

秘
書
に
関
す
る
こ
と

二

儀
礼
に
関
す
る
こ
と

三

表
彰
及
び
褒
賞
に
関
す
る
こ
と

四

公
印
に
関
す
る
こ
と

五

当
直
に
関
す
る
こ
と

六

庁
中
取
締
り
及
び
庁
舎
の
管
理
に
関
す
る
こ
と

七

公
用
車
等
の
集
中
管
理
に
関
す
る
こ
と

八

事
務
引
継
に
関
す
る
こ
と

九

女
性
行
政
に
関
す
る
こ
と

十

職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条

件
に
関
す
る
こ
と

十
一
　
職
員
の
任
免
、
進
退
賞
罰
、
職
務
及
び
身
分

に
関
す
る
こ
と

十
二
　
職
員
の
健
康
管
理
及
び
福
利
厚
生
に
関
す
る

こ
と

十
三
　
公
務
災
害
補
償
及
び
市
町
村
共
済
組
合
等
に

関
す
る
こ
と

十
四
　
職
員
の
研
修
及
び
勤
務
成
績
の
評
定
に
関
す
　

る
こ
と

十
五
　
文
書
の
収
受
及
び
発
送
に
関
す
る
こ
と

行
政
係

一
　
事
務
処
理
合
理
化
に
関
す
る
こ
と

二
　
行
政
改
革
に
関
す
る
こ
と

三
　
条
例
、
規
則
、
規
程
及
び
告
示
並
び
に
公
告

式
に
関
す
る
こ
と

四
　
情
報
公
開
統
括
に
関
す
る
こ
と

五
　
個
人
情
報
保
護
統
括
に
関
す
る
こ
と

六
　
文
書
編
纂
、
保
存
及
び
未
完
結
文
書
の
調
査

に
関
す
る
こ
と

七
　
庁
中
電
子
情
報
機
器
に
関
す
る
こ
と

八
　
境
界
変
更
、
廃
置
分
合
及
び
字
名
の
設
置
変

更
に
関
す
る
こ
と

九
　
議
会
、
選
挙
管
理
委
員
会
及
び
公
平
委
員
会

に
関
す
る
こ
と

十
　
消
防
防
災
及
び
消
防
委
員
会
に
関
す
る
こ
と

十
一
　
監
査
に
関
す
る
こ
と

十
二
　
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
に
関
す
る
こ
と

十
三
　
行
政
連
絡
員
に
関
す
る
こ
と

十
四
　
県
の
移
譲
事
務
に
係
る
統
括
に
関
す
る
こ
と

十
五
　
法
制
執
務
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と

税
務
係

一
　
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
こ
と

二
　
土
地
台
帳
、
家
屋
台
帳
及
び
名
寄
帳
に
関
す

る
こ
と

三
　
固
定
資
産
の
評
価
に
関
す
る
こ
と

四
　
原
動
機
付
自
転
車
の
標
識
に
関
す
る
こ
と

五
　
税
関
係
の
証
明
に
関
す
る
こ
と

六
　
地
籍
図
に
関
す
る
こ
と

七
　
納
税
改
革
に
関
す
る
こ
と

企
画
財
政
課

総
合
政
策
係

一
　
行
政
の
総
合
的
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と

二
　
行
政
の
振
興
計
画
に
関
す
る
こ
と

三
　
主
要
事
業
の
総
合
的
な
計
画
調
整
に
関
す
る
こ
と

四
　
総
合
開
発
計
画
に
関
す
る
こ
と

五
　
広
域
連
合
に
関
す
る
こ
と

六
　
土
地
利
用
調
整
会
議
に
関
す
る
こ
と

七
　
国
土
利
用
計
画
に
関
す
る
こ
と

八
　
過
疎
対
策
に
関
す
る
こ
と

九
　
他
の
自
治
体
と
の
調
整
に
関
す
る
こ
と

十
　
電
子
情
報
機
器
の
管
理
及
び
総
合
調
整
に
関

す
る
こ
と

財
政
係

一
　
歳
入
歳
出
予
算
の
編
成
及
び
経
理
に
関
す
る
こ
と

二
　
村
有
財
産
に
関
す
る
こ
と

三
　
収
入
支
出
に
関
す
る
こ
と

四
　
財
政
改
革
に
関
す
る
こ
と

五
　
起
債
に
関
す
る
こ
と

六
　
補
助
金
、
負
担
金
、
交
付
金
に
関
す
る
こ
と

七
　
指
定
金
融
機
関
に
関
す
る
こ
と

広
聴
広
報
係

一
　
行
政
の
広
報
及
び
広
聴
に
関
す
る
こ
と

二
　
防
災
行
政
無
線
に
関
す
る
こ
と

三
　
行
政
の
広
報
刊
行
物
に
関
す
る
こ
と

四
　
国
際
交
流
に
関
す
る
こ
と

五
　
街
路
灯
及
び
防
犯
灯
に
関
す
る
こ
と

六
　
総
合
交
通
対
策
に
関
す
る
こ
と



道志村の新たな行政機構図と道志村の新たな行政機構図と
七
　
統
計
に
関
す
る
こ
と

住
民
健
康
課

住
民
係

一
　
戸
籍
に
関
す
る
こ
と

二
　
住
民
基
本
台
帳
に
関
す
る
こ
と

三
　
印
鑑
登
録
等
に
関
す
る
こ
と

四
　
埋
火
葬
の
許
可
に
関
す
る
こ
と

五
　
外
国
人
登
録
に
関
す
る
こ
と

六
　
国
民
年
金
に
関
す
る
こ
と

七
　
課
の
分
掌
に
か
か
る
証
明
に
関
す
る
こ
と

八
　
人
権
擁
護
、
保
護
司
に
関
す
る
こ
と

九
　
援
護
、
恩
給
に
関
す
る
こ
と

十
　
自
衛
官
募
集
等
に
関
す
る
こ
と

十
一
　
行
旅
病
人
、
死
亡
人
、
変
死
体
に
関
す
る
こ
と

健
康
福
祉
係

一
　
児
童
福
祉
に
関
す
る
こ
と

二
　
母
子
父
子
福
祉
に
関
す
る
こ
と

三
　
老
人
福
祉
に
関
す
る
こ
と

四
　
生
活
保
護
に
関
す
る
こ
と

五
　
心
神
障
害
児
者
の
援
護
に
関
す
る
こ
と

六
　
災
害
救
助
に
関
す
る
こ
と

七
　
老
人
医
療
に
関
す
る
こ
と
（
県
単
を
含
む
）

八
　
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る
こ
と

九
　
児
童
手
当
等
に
関
す
る
こ
と

十
　
保
育
所
に
関
す
る
こ
と

十
一
　
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と

十
二
　
介
護
保
険
に
関
す
る
こ
と

十
三
　
日
本
赤
十
字
社
に
関
す
る
こ
と

十
四
　
民
生
委
員
等
に
関
す
る
こ
と

十
五
　
福
祉
及
び
保
健
に
に
関
す
る
県
の
移
譲
事
務

に
関
す
る
こ
と

十
六
　
母
子
保
健
に
関
す
る
こ
と

十
七
　
精
神
保
健
に
関
す
る
こ
と

十
八
　
乳
幼
児
医
療
に
関
す
る
こ
と

十
九
　
予
防
接
種
に
関
す
る
こ
と

二
十
　
公
衆
衛
生
、
伝
染
病
等
に
関
す
る
こ
と

二
十
一

住
民
の
健
康
増
進
に
関
す
る
こ
と

二
十
二

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等
の
育
成
に
関
す
る
こ
と

環
境
係

一
　
公
害
に
関
す
る
こ
と

二
　
自
然
保
全
に
関
す
る
こ
と

三
　
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
こ
と

四
　
墓
地
に
関
す
る
こ
と

五
　
環
境
衛
生
に
関
す
る
こ
と

六
　
墓
地
、
納
骨
堂
又
は
火
葬
場
の
経
営
許
可
に

の
職
員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
事
　

三
　
経
理
に
関
す
る
こ
と

四
　
教
育
目
的
の
た
め
の
基
本
財
産
及
び
積
立
金

の
管
理
に
関
す
る
こ
と

五
　
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
設
置
、
管
理
及

び
廃
止
に
関
す
る
こ
と

六
　
教
育
財
産
の
管
理
に
関
す
る
こ
と

七
　
教
具
そ
の
他
の
設
備
の
整
備
に
関
す
る
こ
と

八
　
教
育
委
員
会
規
則
の
制
定
又
は
改
廃
に
関
す
る
こ
と

九
　
教
育
に
係
る
調
査
及
び
統
計
に
関
す
る
こ
と

十
　
公
印
の
管
守
に
関
す
る
こ
と

十
一
　
公
文
書
の
保
管
そ
の
他
文
書
に
関
す
る
こ
と

十
二
　
県
教
育
委
員
会
そ
の
他
の
教
育
委
員
会
及
び

事
務
局
各
係
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と

十
三
　
高
等
学
校
等
就
学
助
成
に
関
す
る
こ
と

学
校
教
育
係

一
　
教
育
課
程
及
び
教
科
内
容
に
関
す
る
こ
と

二
　
教
科
用
図
書
の
採
択
に
関
す
る
こ
と

三
　
学
習
効
果
の
評
価
に
関
す
る
こ
と

四
　
校
長
、
教
員
そ
の
他
の
教
育
関
係
職
員
の
研

修
に
関
す
る
こ
と

五
　
校
長
、
教
員
そ
の
他
の
教
育
関
係
職
員
並
び

に
生
徒
、
児
童
及
び
幼
児
の
保
健
、
衛
生
、
福

祉
及
び
厚
生
に
関
す
る
こ
と

六
　
学
校
給
食
に
関
す
る
こ
と
及
び
道
志
村
学
校

給
食
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と

七
　
生
徒
及
び
児
童
の
就
学
に
関
す
る
こ
と

八
　
体
育
に
関
す
る
こ
と

九
　
学
校
図
書
館
に
関
す
る
こ
と

十
　
そ
の
他
学
校
教
育
の
指
導
に
関
す
る
こ
と

社
会
教
育
係
の
事
務

一
　
公
民
館
、
図
書
館
そ
の
他
の
社
会
教
育
機
関

の
設
置
、
管
理
及
び
廃
止
に
関
す
る
こ
と

二
　
社
会
教
育
委
員
及
び
図
書
館
協
議
会
委
員
並

び
に
そ
れ
ら
の
会
議
に
関
す
る
こ
と

三
　
社
会
教
育
関
係
団
体
の
指
導
育
成
に
関
す
る
こ
と

四
　
各
種
社
会
教
育
講
座
に
関
す
る
こ
と

五
　
社
会
教
育
資
料
の
刊
行
、
配
付
等
に
関
す
る
こ
と

六
　
社
会
教
育
の
た
め
に
必
要
な
設
備
、
器
材
及

び
資
料
の
提
供
に
関
す
る
こ
と

七
　
情
報
の
交
換
及
び
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と

八
　
ユ
ネ
ス
コ
活
動
に
関
す
る
こ
と

九
　
道
志
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
屋
内
プ
ー
ル
に
関
す
る
こ
と

十
　
青
少
年
に
関
す
る
こ
と

関
す
る
こ
と

七
　
畜
犬
登
録
、
鑑
札
の
交
付
及
び
狂
犬
病
予
防

に
関
す
る
こ
と

八
　
動
物
の
死
体
処
理
に
関
す
る
こ
と

九
　
環
境
行
政
に
関
す
る
県
の
移
譲
事
務
に
関
す

る
こ
と

国
保
医
療
係

一
　
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
こ
と

二
　
国
民
健
康
保
険
直
営
診
療
所
に
関
す
る
こ
と

三
　
国
民
健
康
保
険
運
営
委
員
会
に
関
す
る
こ
と

産
業
観
光
課

産
業
係

一
　
農
地
法
及
び
農
業
委
員
会
に
関
す
る
こ
と

二
　
農
業
振
興
に
関
す
る
こ
と

三
　
土
地
改
良
に
関
す
る
こ
と

四
　
農
山
村
振
興
に
関
す
る
こ
と

五
　
土
地
の
埋
立
て
に
関
す
る
こ
と

六
　
体
験
農
園
等
に
関
す
る
こ
と

七
　
主
要
食
料
に
関
す
る
こ
と

八
　
農
畜
水
産
に
関
す
る
こ
と

九
　
農
地
農
業
用
施
設
整
備
に
関
す
る
こ
と

（
建
設
を
除
く
）

十
　
消
費
者
保
護
に
関
す
る
こ
と

十
一
　
生
活
改
善
に
関
す
る
こ
と

十
二
　
農
業
生
産
団
体
の
育
成
に
関
す
る
こ
と

十
三
　
産
業
行
政
に
関
す
る
県
の
移
譲
事
務
に
関
す

る
こ
と

十
四
　
農
業
振
興
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と

林
政
係

一
　
林
産
業
の
振
興
に
関
す
る
こ
と

二
　
林
業
施
設
整
備
に
関
す
る
こ
と
（
建
設
を
除
く
）

三
　
治
山
事
業
に
関
す
る
こ
と

四
　
林
業
団
体
の
育
成
に
関
す
る
こ
と

五
　
野
鳥
の
森
に
関
す
る
こ
と

六
　
鳥
獣
の
保
護
に
関
す
る
こ
と

七
　
鳥
獣
の
捕
獲
、
飼
育
の
許
可
に
関
す
る
こ
と

八
　
林
政
行
政
に
関
す
る
県
の
移
譲
事
務
に
関
す
る
こ
と

九
　
林
業
振
興
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と

商
工
観
光
係

一
　
商
工
業
の
振
興
に
関
す
る
こ
と

二
　
商
工
業
団
体
の
育
成
に
関
す
る
こ
と

三
　
観
光
及
び
観
光
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と

四
　
観
光
産
業
の
振
興
に
関
す
る
こ
と

五
　
度
量
衡
に
関
す
る
こ
と

六
　
道
志
の
湯
に
関
す
る
こ
と

七
　
水
源
の
森
及
び
ギ
ャ
ラ
リ
ー
水
源
の
森
に
関

す
る
こ
と

八
　
道
の
駅
ど
う
し
に
関
す
る
こ
と

地
籍
調
査
係

一
　
地
籍
調
査
に
係
る
事
業
計
画
及
び
実
施
に
関

す
る
こ
と

二
　
一
筆
調
査
に
関
す
る
こ
と

三
　
地
籍
測
量
、
測
定
に
関
す
る
こ
と

四
　
地
籍
図
及
び
地
籍
簿
の
作
成
管
理
に
関
す
る
こ
と

五
　
認
定
請
求
及
び
登
記
事
務
に
関
す
る
こ
と

六
　
地
籍
調
査
推
進
協
議
会
に
関
す
る
こ
と

七
　
換
地
処
分
に
関
す
る
こ
と

建
設
課

建
設
係

一
　
道
路
、
河
川
、
堤
防
、
橋
梁
に
関
す
る
こ
と

二
　
公
有
水
面
に
関
す
る
こ
と

三
　
都
市
計
画
に
関
す
る
こ
と

四
　
各
種
建
設
工
事
に
係
る
建
設
設
備
に
関
す
る
こ
と

五
　
建
築
基
準
法
に
関
す
る
こ
と

六
　
大
規
模
開
発
に
関
す
る
こ
と

七
　
開
発
行
為
の
適
正
化
に
関
す
る
こ
と

八
　
法
定
外
公
共
物
に
関
す
る
こ
と

九
　
建
築
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
関
す
る
こ
と

十
　
建
設
行
政
に
関
す
る
県
の
移
譲
事
務
に
関
す
る
こ
と

維
持
係

一
　
村
営
住
宅
の
管
理
、
運
営
に
関
す
る
こ
と

二
　
村
道
、
農
林
道
の
維
持
補
修
に
関
す
る
こ
と

三
　
施
設
、
設
備
の
安
全
に
関
す
る
こ
と

四
　
災
害
復
旧
に
関
す
る
こ
と

五
　
重
機
備
品
に
関
す
る
こ
と

六
　
火
薬
類
の
消
費
、
譲
渡
の
許
可
に
関
す
る
こ
と

上
下
水
道
係

一
　
簡
易
水
道
の
建
設
及
び
維
持
補
修
に
関
す
る
こ
と

二
　
簡
易
水
道
の
運
営
に
関
す
る
こ
と

三
　
生
活
排
水
処
理
施
設
の
建
設
及
び
維
持
補
修

に
関
す
る
こ
と

四
　
生
活
排
水
処
理
施
設
の
運
営
に
関
す
る
こ
と

教
育
委
員
会

総
務
係

一
　
教
育
委
員
会
の
会
議
に
関
す
る
こ
と

二
　
事
務
局
、
小
中
学
校
、
公
民
館
及
び
図
書
館


